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Ⅰ 北九州市の概況 

北九州市は、九州の最北端に位置し、関門海峡をはさんで本州と九州を結ぶ海陸交通の玄関口とな

っています。 

東は周防灘、北は響灘に面し、西は遠賀、鞍手、南は筑豊、京築に連なり、その広ぼうは、東西

３２．５ｋｍ、南北３３．５ｋｍ、面積４９２．５０ｋ㎡で福岡県域の約１０％を占めています。 

市域の大部分は、東部の企救山塊と中央部から南へのびる福智山塊によって占められ、北部と南東

部は海に面した平野が広がっています。 

市街地は、北部の海に面した工業・港湾地帯と背後の急峻な山塊にはさまれ、ほぼ、「π」の形状

で発達しており、近年は、南部と西部の市街化が進んでいます。
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１ 消防機関配置図 
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２ 消防機関所在地 

〒 所　　在　　地 電話番号 FAX番号

803-8509 小倉北区大手町3番9号 093-582-3802 093-592-6898

総 務 課 〃 〃 〃 〃

人 事 課 〃 〃 582-3805 〃

予 防 課 〃 〃 582-3836 592-6795

指 導 課 〃 〃 582-3812 〃

規 制 課 〃 〃 582-3851 〃

警 防 課 〃 〃 582-3817 592-6898

消 防 団 課 〃 〃 582-3819 〃

救 急 課 〃 〃 582-3820 〃

指 令 課 〃 〃 582-3823 592-6805

800-0306 小倉南区空港北町6番（北九州空港内） 475-6701 475-6700

805-0059 八幡東区尾倉二丁目6番12号 661-0119 661-0124

803-0802 小倉北区東港一丁目2番5号 592-5580 592-5590

〃 〃 〃 〃

〃 〃 583-3466 592-6002

〃 〃 582-6444 582-6202

〃 〃 592-6733

800-0022 門司区大里東一丁目4番10号 093-372-0119 093-381-9274

老 松 分 署 801-0856 門司区浜町3番22号 331-0119 331-3914

松 ケ 江 分 署 800-0115 門司区新門司一丁目1996番地の69 481-3775 481-3780

門 司 西 分 署 800-0042 門司区上馬寄一丁目10番18号 371-0119 371-0126

803-0814 小倉北区大手町8番38号 093-582-0119 093-582-5525

浅 野 分 署 802-0001 小倉北区浅野三丁目10番50号 551-0119 551-0330

井 堀 分 署 803-0835 小倉北区井堀二丁目7番5号 581-0119 581-5015

富 野 分 署 802-0038 小倉北区神幸町2番22号 521-0119 521-0117

東 部 備 蓄 セ ン タ ー 802-0001 小倉北区浅野三丁目10番50号

市民防災資機材 倉庫 〃 〃

802-0816 小倉南区若園五丁目1番3号 093-951-0119 093-941-3914

三 谷 分 署 803-0279 小倉南区徳吉南二丁目2番2号 451-0119 451-4950

新 曽 根 分 署 800-0212 小倉南区大字曽根3947番地の1 473-0791 473-0796

臨 空 分 署 800-0231 小倉南区大字朽網801番地の1 474-0119 474-0120

808-0026 若松区桜町1番28号 093-752-0119 093-771-9967

石 峯 分 署 808-0077 若松区用勺町2番34号 701-0119 701-0118

ひ び き の 分 署 808-0138 若松区ひびきの北9番5号 742-1190 742-1192

805-0053 八幡東区大谷一丁目3番1号 093-663-0119 093-661-2542

枝 光 分 署 805-0002 八幡東区枝光一丁目1番2号 662-0119 662-0919

高 見 分 署 805-0016 八幡東区高見二丁目8番22号 653-0119 653-0120

806-0044 八幡西区相生町19番19号 093-622-0119 093-621-2542

折 尾 分 署 807-0824 八幡西区光明一丁目9番20号 693-0119 693-0144

黒 崎 分 署 806-0024 八幡西区南八千代町2番10号 641-0119 641-6437

上 津 役 分 署 807-0075 八幡西区下上津役一丁目7番3号 613-0119 613-0128

金 剛 分 署 807-1263 八幡西区金剛二丁目1番19号 617-0119 617-7953

西 部 備 蓄 セ ン タ ー 806-0044 八幡西区相生町19番19号

804-0082 戸畑区新池二丁目1番15号 093-861-0119 093-883-0173

大 谷 分 署 804-0031 戸畑区東大谷一丁目19番13号 883-0119 883-0117

消 防 音 楽 隊

消 防 科 学 研 究 所

八 幡 西 消 防 署

小 倉 北 消 防 署

小 倉 南 消 防 署

消防 訓練 研修 セン ター

門 司 消 防 署

救急ワークステーション

救 急 実 技 研 修 棟

戸 畑 消 防 署

若 松 消 防 署

八 幡 東 消 防 署

名　　称

消 防 局

（令和4年4月1日現在）

消 防 航 空 隊

市 民 防 災 セ ン タ ー
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３ 消防区域概況 

計

ポ

ン

プ

車

救

急

車

492.50 931,426 1,891 482,405 996(175) 10(3) 18 1 1 8 202(33) 46 27(1)

73.66 94,428 1,282 49,292 129 1 3 0 0 0 26 8 4

本　　　署 11.8 32,356 2,742 17,119 53 1 13 2 2

老　松（A） 13.6 22,132 1,627 12,280 37 1 8 2 1

老　松（B） 14.2 3,894 274 2,040 0

松ケ江（A） 11.8 6,593 559 3,293 24 1 3 2 1

松ケ江（B） 15.8 6,882 436 3,322 0

門　司　西 6.5 22,571 3,472 11,238 15 1 2 2

39.23 179,280 4,570 102,306 308(150) 2(1) 3 1 1 2 59(26) 8 6

本　署（A） 4.2 36,663 8,729 20,939 196(122) 2(1) 37(20) 4 3

本　署（B） 6.2 27,312 4,405 15,176 0

浅　　　野 7.7 33,285 4,323 22,236 64(28) 1 1 1 2 15(6) 2 1

井　　　堀 10.3 37,232 3,615 19,618 24 1 4 1 1

富　野（A） 8.2 25,759 3,141 14,041 24 1 3 1 1

富　野（B） 2.6 19,029 7,319 10,296 0

171.51 207,714 1,211 102,689 138(13) 2(1) 3 0 0 1 29(5) 7 4

本　署（A） 14.8 53,684 3,627 28,469 61 1 15 3 2

本　署（B） 12.0 43,718 3,643 21,251 0

三　　　谷 85.6 20,847 244 10,268 24 1 2 1 1

新　曽　根 7.9 38,759 4,906 18,580 15 1 1 3 1

臨　　　空 51.2 50,706 990 24,121 38(13) 1(1) 1 9(5) 2 1

72.09 80,563 1,118 39,789 99 1 2 0 0 2 21 5 4

本　署（A） 22.8 27,126 1,190 14,804 51 1 2 15 3 2

本　署（B） 8.4 837 100 495 0

石　峯（A） 8.3 12,550 1,512 6,693 24 1 3 1 1

石　峯（B) 14.9 11,317 760 5,585 0

ひ び き の 17.69 28,733 1,624 12,212 24 1 3 1 1

36.26 64,258 1,772 34,455 92(12) 2(1) 2 0 0 0 21(2) 6 2(1)

本　署（A） 4.8 15,307 3,189 8,757 41 1 13 3

本　署（B） 5.6 9,902 1,768 5,386 12(12) 1(1) 2(2) 1(1)

枝　　　光 3.2 12,104 3,783 6,653 15 1 3 2

高　見（A） 5.7 24,591 4,314 12,383 24 1 3 1 1

高　見（B） 16.9 2,354 139 1,276 0

83.13 249,095 2,996 124,102 161 1 4 0 0 3 31 9 6

本　　　署 15.3 47,019 3,073 23,290 66 1 2 18 3 2

折　尾（A） 6.5 27,684 4,259 13,734 24 1 4 2 1

折　尾（B） 9.5 51,741 5,446 25,453 0

黒　　　崎 10.3 31,875 3,095 17,476 24 1 1 3 1 1

上　津　役 14.5 48,733 3,361 24,087 24 1 3 1 1

金　　　剛 27.0 42,043 1,557 20,062 23 1 3 2 1

16.61 56,088 3,377 29,772 69 1 1 0 0 0 15 3 1

本　署（A） 11.9 32,100 2,697 17,368 54 1 13 2 1

本　署（B） 1.7 9,114 5,361 5,086 0

大　　　谷 3.0 14,874 4,958 7,318 15 1 2 1

若松消防署管内

八幡東消防署管内

区

分

面

積

（

）

人

口

八幡西消防署管内

戸畑消防署管内

市 外

北 九 州 市

門司消防署管内

小倉北消防署管内

小倉南消防署管内

消

防

局

・

消

防

署

消

防

分

署

消

防

訓

練

研

修

セ

ン

タ

ー

市

民

防

災

セ

ン

タ

ー

消

防

科

学

研

究

所

資

機

材

備

蓄

セ

ン

タ

ー

倉

庫

消 防 車 両

人

口

密

度

世

帯

数

消

防

職

員

数

（注）１ 小倉北消防署管内、小倉南消防署管内、八幡東消防署管内には、消防局（消防局、消防航空隊、救急ワー
クステーション）を含む。（ ）内は消防局の数値で内数  

    ２ 消防職員数については再任用短時間勤務職員を除く 
    ３ 面積、人口、世帯数については令和４年３月３１日現在（住民基本台帳に基づく世帯数及び人口であり、   
    毎月公表している推計人口とは差異がある） 
    ４ 人口密度については、１ｋ㎡あたり 
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(令和4年4月1日現在)

そ

の

他

の

車

両

消

防

艇

回

転

翼

航

空

機

計

消

火

栓

防

火

水

槽

そ

の

他

の

水

利

団

数

分

団

数

消

防

団

員

数

消

防

車

両

127(31) 1 1(1) 25,277 22,789 2,293 195 41,192 8,951 3,071 221 53,312 8 69 1,808 103

14 0 0 2,923 2,675 247 1 4,222 979 587 33 5,288 1 11 317 19

9 888 805 83 1,272 350 74 8 1,845 4

5 843 781 62 1,150 310 134 5 1,486 3

185 164 21 141 20 9 2 174 6

263 238 24 1 590 26 301 7 420 2

199 187 12 358 7 52 5 392 2

545 500 45 711 266 17 6 971 2

44(26) 1 0 3,826 3,484 286 56 10,936 3,165 650 36 12,264 1 9 185 11

30(20) 527 478 42 7 2,128 646 102 8 2,195 3

637 566 64 7 968 294 14 5 1,801 1

11(6) 1 864 802 48 14 3,330 1,203 197 12 3,699 3

2 828 763 47 18 2,555 530 322 9 2,092 2

1 628 563 63 2 1,212 249 9 1 1,560 2

342 312 22 8 743 243 6 1 917

17(4) 0 1(1) 4,855 4,400 451 4 6,997 1,253 201 38 10,563 1 14 411 28

10 1,529 1,386 142 1 2,284 511 42 10 3,406 5

541 493 48 1,036 316 12 1 1,601 1

703 629 74 672 34 36 5 1,131 12

2 883 795 85 3 1,249 188 40 6 2,020 2

5(4) 1(1) 1,199 1,097 102 1,756 204 71 16 2,405 8

12 0 0 3,106 2,822 266 18 4,351 415 597 38 4,384 2 11 302 14

10 1,251 1,123 118 10 2,265 224 327 15 1,929 5

72 57 15 20 8 0 28 1

1 762 708 52 2 875 59 201 7 738 2

585 532 49 4 469 28 45 7 655 3

1 436 402 32 2 722 104 16 9 1,034 3

13(1) 0 0 2,328 2,080 234 14 2,610 614 93 16 4,153 1 7 182 10

10 537 486 51 997 222 42 5 1,153 3

1(1) 338 303 35 468 136 30 2 581 1

1 546 494 51 1 493 118 10 3 874 2

1 825 737 83 5 600 134 7 4 1,419 3

82 60 14 8 52 4 4 2 126 1

16 0 0 6,608 5,853 675 80 8,668 1,740 489 49 13,440 1 12 297 15

13 1,116 1,023 83 10 1,855 450 131 14 2,328 3

1 804 705 92 7 1,059 223 46 3 1,860 3

943 806 115 22 1,521 342 22 8 2,142 1

1 835 759 67 9 1,895 506 228 13 2,226 2

1 1,429 1,266 156 7 1,213 187 23 3 2,773 1

1,481 1,294 162 25 1,125 32 39 8 2,111 5

11 0 0 1,631 1,475 134 22 3,408 785 454 11 3,216 1 5 114 6

10 960 871 78 11 2,442 464 438 7 1,944 4

225 207 15 3 467 133 13 2 384 1

1 446 397 41 8 499 188 3 2 888 1

4

防

火

対

象

物

数

中

高

層

建

築

物

数

危

険

物

施

設

数

火

災

件

数

救

急

出

動

件

数

消 防 団消 防 車 両 消 防 水 利

５ 区分（A）（B）は管内の細区分を示す 
 ６ 消防団の消防団員数のうち、若松消防署管内については、洞海湾消防団（４分団・８１人）を含む 
  ７ 消防水利については私設防火水槽、私設消火栓を除く 
  ８ 防火対象物数については、消防用設備等の設置を要さないものも含む 
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４ 消防局・消防署組織図 

訓 練 研 修
セ ン タ ー

主　　　　幹
（消防音楽隊担当）

防火思想の普及促進、火災予防運動及び
高齢者等災害弱者対策の計画・調整

自主防災組織等の設立及び育成
市民防災会、防災に関する市民啓発に関すること

消防隊運用の基本計画、警防業務計画、消防機械器具
（警防用）の配置・運用、危機管理室との連携

救助隊運用の基本計画、救助業務計画、消防機械器具
（救助用）の配置・運用

消防団施設の管理、消防団員の服制、消防機械器具
（消防団用）の配置・管理

消防隊、救助隊、救急隊及び消防航空隊の管制及び運用
火災その他の災害及び救急の出動指令、消防通信の運用・統制

（令和4年4月1日現在）

内部統制推進参
事

指 令 第 三
担 当 課 長

指 令 第 三 係

救
急
部

救 急 指 導
担 当 係 長

救急隊員等の技術指導

指 令 課 指 令 第 一 係

指 令 第 二
担 当 課 長

指 令 第 二 係

警防担当係長

救 急 課 救 急 係 救急隊運用の基本計画、救急業務計画、救急統計

救 急 指 導 係 救急隊員等の技術指導

消防団一般管理事務、消防団員等公務災害補償に関する事務

消防団施設係

消 防 航 空 隊 運航担当係長

整備担当係長 回転翼航空機の運用、整備、業務計画

警 防 課 警 防 係

救 助 係

警
防
部

消 防 団 課 消 防 団 係

建 築 設 備 係 建築物の許可・消防同意、消防用設備等の設置指導・検査

規 制 課 危 険 物 係 危険物製造所等の許可及び認可

保 安 係 火薬類製造等の許可及び認可、高圧ガス製造等の許可

火 災 調 査 係 火災の調査、調査技術の研究・指導、火災統計

消
防
局

予
防
部

指 導 課 査 察 指 導 係 予防査察

違 反 処 理 係 違反処理、予防情報システムの管理運用

予 防 課 予 防 係

防 災 啓 発 係

福岡県消防学校
担 当 係 長

福岡県消防学校へ派遣

職 員 研 修 係 職員の研修計画・実施、消防音楽隊に関すること

訓 練 研 修 係 職員・団員の訓練計画・実施、国際交流及び協力の調整

広 域 連 携
担 当 課 長

指令業務共同運用の研究、産・学・官の連携

総
務
部

人 事 課 人 事 係 職員の任免・分限・懲戒・服務、消防職員委員会等の運営

安 全 衛 生 係 職員の安全管理及び衛生管理・服制・福利厚生

総 務 課
施 設 係 消防用施設、機械器具の管理・開発

通 信 管 理 係 消防通信指令設備の研究・管理

担 当 係 長 一般財団法人救急振興財団へ派遣

庶 務 係 庶務、局内事務の連絡調整、公印・規程・重要文書の審査、消防長会

企 画 広 報 係 重要事項・消防力整備の総合企画、広報広聴、消防統計

経 理 係 予算及び決算の総括、経理
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防火指導及び市民自主防災活動、火災予防運動の計画実施
区の危機管理の調整

予防査察・違反処理、防火基準適合表示
危険物製造所等の許認可、建築物の消防同意
消防用設備等の設置指導・検査

災害の警戒・防ぎょ、救急業務、救助業務
災害の調査・報告、消防水利の整備計画など

    【7署 18分署】

（東部方面本部）

（西部方面本部）

予 防 課
( 副 署 長 )

庶 務 係 署の庶務、署内事務の連絡調整

予 防 係

指 導 係

消
防
署 警 防 課 警 防 第 一 係

担 当 係 長

警 防 第 二
担 当 課 長

警 防 第 二 係

担 当 係 長

警 防 第 三
担 当 課 長

警 防 第 三 係

担 当 係 長

門 司 消 防 署 警 防 第 一 係

警 防 第 二 係 本署・老松分署・松ケ江分署・門司西分署

警 防 第 三 係

東
部
方
面

小倉北消防署 警 防 第 一 係

警 防 第 二 係 本署・浅野分署・井堀分署・富野分署

警 防 第 三 係

小倉南消防署 警 防 第 一 係

警 防 第 二 係 本署・三谷分署・新曽根分署・臨空分署

警 防 第 三 係

若 松 消 防 署 警 防 第 一 係

警 防 第 二 係 本署・石峯分署・ひびきの分署

警 防 第 三 係

八幡東消防署 警 防 第 一 係

西
部
方
面

警 防 第 二 係 本署・枝光分署・高見分署

警 防 第 三 係

八幡西消防署 警 防 第 一 係

警 防 第 三 係

警 防 第 二 係 本署・折尾分署・黒崎分署・上津役分署・金剛分署

警 防 第 三 係

戸 畑 消 防 署 警 防 第 一 係

警 防 第 二 係 本署・大谷分署
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５ 市民防災会等組織図 

(236)

(187)

(146)

(180)

(114)

(147)

(123)

(154)

(81)

・市民防災会の組織

・防災協会の組織

・特別防災区域協議会の組織

北 九 州 市

市 民 防 災 会 総 連 合 会

一 般 社 団 法 人

北 九 州 市 防 災 協 会

  （Ｓ45.6発足）

  （会員事業所：1,368事業所）

    ※Ｈ23.7.7法人登記

北 九 州 地 区 ・ 白 島 地 区

特 別 防 災 区 域 協 議 会

   （S51.10発足）

   （会員事業所：16社・16事業所

　   2共同防災・3準会員事業所）

第 四 専門 部会

八幡西区市民防災会連 合会

第 三 専門 部会

(4)

(5)

(5)

第 二 専門 部会

八 幡 東 支 部

Ｌ Ｐ ガス 部会

戸 畑 支 部

第 一 専門 部会

八 幡 西 支 部

管 工 事 分 科 会

消 防 設備 部会

防 火 管 理 分 科 会

(5)

（73）

（35）

（89）

危 険 物委 員会

防火管理委員会

企 画 委 員 会

元 売 業 者 （7）

ス タ ン ド 業 者 （1）

販 売 業 者

電 気 工 事 分 科 会 （38）

防 災 工 事 分 科 会 （81）

両 分 科 会 （5）

両 分 科 会 （2）

危 険 物 分 科 会 （29）

（16）

危 険 物 分 科 会 （35）

防 火 管 理 分 科 会 （110）

両 分 科 会

危 険 物 分 科 会 （7）

防 火 管 理 分 科 会 （91）

両 分 科 会 （3）

両 分 科 会

両 分 科 会

危 険 物 分 科 会 （30）

危 険 物 分 科 会

両 分 科 会 （1）

門 司 区 市 民 防 災 会 連 合 会

小倉北区市民防災会連 合会

小倉南区市民防災会連 合会

若 松 区 市 民 防 災 会 連 合 会

若 松 支 部

小 倉 北 支 部

門 司 支 部

八幡東区市民防災会連 合会

小 倉 南 支 部

戸 畑 区 市 民 防 災 会 連 合 会

(58)

（178）

（0）

危 険 物 分 科 会

(16)

防 火 管 理 分 科 会 （115）

防 火 管 理 分 科 会

危 険 物 分 科 会

（121）

（令和4年4月1日現在）

(21)

(25)

(26)

(47)

（46）

校 区 市 民 防 災 会

校 区 市 民 防 災 会

校 区 市 民 防 災 会

区 自 治 会 市 民 防 災 会

自 治 区 会 市 民 防 災 会

（56）

（4）

校 区 市 民 防 災 会

地区自治 会市 民防 災会

(33)

(25)

防 火 管 理 分 科 会 （137）

防 火 管 理 分 科 会
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Ⅱ 北九州市新消防プラン２１ 

 北九州市消防局では、時代に沿った組織運営をするための長期構想として、平成５年に「消防局基

本計画」を、また平成１２年には「北九州市消防プラン２１」を策定し、市民の安全安心を確保する

ための様々な施策を展開してきました。 

 消防プラン２１の策定から９年、消防行政を取り巻く環境が大きく変化したことから、計画を見直

すこととし、平成２１年４月に「北九州市新消防プラン２１」を策定しました。 

 このプランは、未来につなぐ「安全で安心なまちの共創」を基本理念とし、将来、消防・防災行政

が直面すると予想される環境を踏まえた事業推進の指針としています。また、このプランを目に見え

る形で進めていくため、３年毎に実施計画を策定しており、令和３年度から第５次実施計画に基づき

消防を取り巻く情勢の変化を捉えた事業を推進しています。 
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【基本理念】 未来につなぐ「安全で安心なまちの共創」 

１ みんなで守る地域づくり 

ひとたび大規模な災害が発生すると、現在の消防力だけで十分な対応をとることは困難である。

平成７年に発生した兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）では、救助された住民のうち、その９割以

上が家族や近隣の住民によって救い出されたという事実からも、安全で安心して暮らせるまちをつ

くるため、我々消防は、市民一人ひとりの防災力を高め(自助）、地域全体で助け合い(共助)、それ

を支える（公助）環境を整備しなければならない。 

北九州市のＳＤＧｓ戦略（ビジョン）の一つである、一人ひとりが行動することでみんなが安全

で安心して輝ける地域社会を拓いていく。 

（１）市民力づくり（災害に対応できる人を育てる） 

地域の防災力を向上させるためには、そこで生活している住民の災害に対する意識と災害対応

能力を高めなければならない。住民自らが自主防災組織等の活動や防災訓練に積極的に参加する

など、日頃から防災について考え、適切な行動ができるよう、防災教育を生涯教育として捉える

必要がある。 

ア 災害に対する市民意識の醸成と対応能力の向上 

イ 生涯を通じた防災教育の構築 

（２）地域づくり（災害に強いまちをつくる） 

自治会の加入率の低下や一人世帯の増加、住民意識の変化などにより地域の結びつきが希薄化

している。災害に強いまちをつくるためには、「向こう三軒、両隣」の精神を基本とした地域住

民が助け合う仕組みづくりが重要である。 

ア 市民防災会の充実と協働促進 

イ 地域ぐるみの防災啓発活動の推進 

（３）共助の体制づくり（人の輪をつくる） 

   地域には、公共機関や医療機関、企業など様々な事業所が存在している。災害に強いまちづく

りのためには住民相互の繋がりが最も基本となるが、事業所相互、さらには住民と事業所が積極

的に協力できる共助体制づくりを支援していく必要がある。 

ア 災害時における応援協力体制の確立 

イ 地域に存する事業所との連携 
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２ パートナーシップづくり

  これまで消防局は、市内外の防災関係機関等と連携して市民の生命・財産を守るための施策を展

開してきた。未来へ向け、さらなる市民の安全・安心の確保と、持続性のある組織の発展を目指す

には、これまでの取組みを継続させながらも、新たな機関とのパートナーシップを構築する必要が

ある。また、消防という専門性の高い業務の中で、民間やＮＰＯ団体等との協働や連携のあり方に

ついて再考する。さらに、大学や研究機関と共に環境にやさしい資機材を開発するなど、世界の環

境首都を目指す北九州市にふさわしい取組みを推進し、成果を世界に向けて発信する。 

（１）産・学・官協働の確立（北九州ブランドの開発） 

   産・学と協働し、効果的な消防業務を行うために必要な資機材等について、消防・防災の専

門家としての立場で、必要性や効果等の助言や検証を行い、信頼される「グリーン成長都市」

として『北九州市ブランド』の消防技術・資機材の開発を目指す。 

ア 消防戦術・資機材の研究開発 

イ 防災の観点での共同研究 

（２）民間団体との協働（民間の力を活用する） 

   大規模災害時の多様な対応を行政だけで対処することは困難である。いざという時に必要な

人材、物資等が効率的に確保できる体制を確立し、市民の負託に応えられる行政運営が必要で

ある。そのため、ＮＰＯ・ボランティア団体との連携や企業の協力体制を強化する。 

ア ボランティア団体との連携づくり 

イ ＮＰＯ団体や民間資源の活用 

（３）関係機関との連携強化（総合力を高める） 

   本市では、これまでも市民の生命・財産を守るという統一した目標のもと、他の防災関係機

関と訓練等を通して「顔の見える」関係を構築してきたが、今後もこれらの取組みを継続させ、

強化していかなければならない。また、救急搬送時の医療機関との連携や、様々な用途や使用

形態を兼ね備えた複合防火対象物における災害防止など、これまでの取組みでは十分な対応が

できない課題を克服する必要がある。 

ア 大規模災害時等対応力の強化 

イ 医療機関との連携強化 

ウ 査察指導体制の強化 

（４）行政の垣根を越えた取組み（市民第一の行政サービス） 

   これまでも、消防行政の枠を越えた取組みとして、「あんしん通報システム」や、消防団員に

よる「いきいき安心訪問」等の事業を展開してきた。市民の安全・安心の中核を担う消防局と

しての役割を十分認識し、行政の垣根を超えた取組みをさらに強化・拡大し、市民の期待に応

えられる体制づくりを目指すことが必要である。 

 ア 災害弱者対策 

 イ 心の教育への参画 
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３ これからの消防の「かたち・人」づくり

激変する社会情勢の中で、市民の安全・安心を確保し、期待に応えていくため、効率的な組

織運営を進めると共に、職員一人ひとりが公務員の使命を常に認識し、心のこもった質の高い

サービスを提供しなければならない。 

現状に満足することなく、絶えず課題を模索し、克服しようとする強い意欲を持った組織

であってこそ、初めて真の安全で安心なまちづくりへの責務が担える。 

（１）市民の安全・安心を高める組織力の強化（災害に強い組織をつくる） 

消防としての総合力を発揮するため、必要な組織体制や他都市との連携体制の見直しを

行い、あらゆる事態を想定した施設及び資機材の整備を進め、新たな消防行政を展開する。 

ア 時代に対応できる組織づくり 

イ 効果的な災害対応ができる消防力の配置 

ウ 救急活動の強化 

エ 予防行政の強化 

オ 災害に強い消防団活動体制の充実強化 

カ 危機管理対応力の強化 

キ 広域化を見据える 

ク 国際協力への貢献 

（２）市民の期待に応えられる消防職員・消防団員の育成（消防職員・消防団員の能力の向上を図る） 

   消防職員・消防団員の訓練研修体制を含めた教育環境を整え、市民の期待に応えられる消防職

員・消防団員を育成する。 

ア 消防職員の活力を引き出す人材育成・人事制度の構築 

イ 女性消防職員の職域拡大 

ウ 消防団の活動と役割の拡大に伴う消防団員の育成 

エ 消防活動を支える健康及び体力づくりのサポート体制の構築 

（３）新感染症等の感染拡大に伴う消防業務の継続（消防行政サービスの維持） 

質の高い消防行政サービスを維持するために、新感染症等への感染防止対策を講じ、消防業務

の維持・継続を図る。 

  ア 職員の感染防止対策 

  イ 感染拡大防止に関する啓発活動 


